
道標・案内図板について

表示面積の

40％以上を

案内表示に

※電話番号など誘導表示としては扱っていない情報もあるため、

　確認が必要な場合は都市計画課にお問い合わせください

店舗名

等の広告内容

矢印
直進〇〇ｍ
次の交差点を〇折
周辺地図 ※

等の誘導内容


